
インタフェース仕様書サービス事業所編修正履歴 

 

（内容現在 平成２２年２月２日） 

Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１ ５ 

ページ番号５ 

1.2.1.1.請求情報受け渡し概

要の備考 

※１）利用者負担上限額管

理を行った場合のみ、上限

額管理事業所から送信す

る。 

 

 

 

 

１ ５ 

ページ番号５ 

1.2.1.1.請求情報受け渡し概

要の備考 

※１）利用者負担上限額管理

を行った場合のみ、上限額管

理事業所から送信する。 利

用者負担上限額管理が必要

ない場合（例えば、利用者負

担上限月額が０円の場合）

は、利用者負担上限額管理

結果票を送信しない。 

１ 

２ １２ 

ページ番号１２ 

（２）介護給付費等 請求書

基本情報レコード 

項番７～１０、１２、１８、２２ 

の備考 

※２ 

 

１ １２ 

ページ番号１２ 

（２）介護給付費等 請求書

基本情報レコード 

項番７～１０、１２、１８、２２ 

の備考 

※４ 

 

１ 

３ １３ 

 

１ １３ 

ページ番号１３ 

※４ 処遇改善助成金の請

求 書 情 報 を 作 成 す る 際 に

は、０を設定する。 

を追記 

１ 

 

４ 
１５ 

ページ番号１５ 

（２）介護給付費等 明細書

基本情報レコード 

項番１５の備考 

※Ｃ 

 

項番１６の備考 

※１ 

 

項番１７の備考 

 

１ １５ 

ページ番号１５ 

（２）介護給付費等 明細書

基本情報レコード 

項番１５の備考 

※Ｃ 

※２ 

項番１６の備考 

※１ 

※２ 

項番１７の備考 

※２ 

１ 

５ １６ 

ページ番号１６ 

（２）介護給付費等 明細書

基本情報レコード 

項番２６の備考 

 

１ １６ 

ページ番号１６ 

（２）介護給付費等 明細書

基本情報レコード 

項番２６の備考 

※２ 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

６ １６ 

 

１ １６ 

ページ番号１６ 

※２ 利用者負担上限額管

理を行った場合のみ設定す

る。利用者負担上限額管理

が必要ない場合（例えば、利

用者負担上限月額が０円の

場合）は設定しない。 

を追記 

１ 

７ ２７ 

ページ番号２７ 

（６）介護給付費等 明細書

集計情報レコード 

項番２０の備考 

１ ２７ 

ページ番号２７ 

（６）介護給付費等 明細書 

集計情報レコード 

項番２０の備考 

※５ 

１ 

８ ２８－２ 

 

１ ２８－２ 

ページ番号２８－２ 

※５ 利用者負担上限額管

理を行った場合のみ設定す

る。利用者負担上限額管理

が必要ない場合（例えば、利

用者負担上限月額が０円の

場合）は設定しない。 

を追記 

１ 

９ ３６ 

 

１ ３６ 

ページ番号３６ 

注）利用者負担上限額管理

を行った場合のみ、上限額

管理事業所から送信する。

利用者負担上限額管理が必

要ない場合（例えば、利用者

負担上限月額が０円の場

合）は、利用者負担上限額

管理結果票を送信しない。 

を追記 

１ 

１０ １０５ 

ページ番号１０５ 

2.1.1.1.請求情報受け渡し概

要の備考 

※１）利用者負担上限額管

理を行った場合のみ、上限

額管理事業所から送信す

る。 

 

 

 

 

１ １０５ 

ページ番号１０５ 

2.1.1.1.請求情報受け渡し概

要の備考 

※１）利用者負担上限額管理

を行った場合のみ、上限額管

理事業所から送信する。 利

用者負担上限額管理が必要

ない場合（例えば、利用者負

担上限月額が０円の場合）

は、利用者負担上限額管理

結果票を送信しない。 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１１ １１２ 

ページ番号１１２ 

（２）障害児施設給付費 請

求書 基本情報レコード 

項番７～１０、１２、１８、２２ 

の備考 

※２ 

 

１ １１２ 

ページ番号１１２ 

（２）障害児施設給付費 請

求書 基本情報レコード 

項番７～１０、１２、１８、２２ 

の備考 

※４ 

 

１ 

１２ １１３ 

 

１ １１３ 

ページ番号１１３ 

※４ 処遇改善助成金の請

求 書 情 報 を 作 成 す る 際 に

は、０を設定する。 

を追記 

１ 

１３ １１５ 

ページ番号１１５ 

（２）障害児施設給付費 明

細書 基本情報レコード 

項番１５の備考 

※Ｃ 

 

項番１６の備考 

※１ 

 

項番１７の備考 

 

１ １１５ 

ページ番号１１５ 

（２）障害児施設給付費 明

細書 基本情報レコード 

項番１５の備考 

※Ｃ 

※２ 

項番１６の備考 

※１ 

※２ 

項番１７の備考 

※２ 

１ 

１４ １１６ 

ページ番号１１６ 

（２）障害児施設給付費 明

細書 基本情報レコード 

項番２６の備考 

 

１ １１６ 

ページ番号１１６ 

（２）障害児施設給付費 明

細書 基本情報レコード 

項番２６の備考 

※２ 

１ 

１５ １１６ 

 

１ １１６ 

ページ番号１１６ 

※２ 利用者負担上限額管

理を行った場合のみ設定す

る。利用者負担上限額管理

が必要ない場合（例えば、利

用者負担上限月額が０円の

場合）は設定しない。 

を追記 

１ 

１６ １２４ 

ページ番号１２４ 

（６）障害児施設給付費 明

細書 集計情報レコード 

項番２０の備考 

１ １２４ 

ページ番号１２４ 

（６）障害児施設給付費 明

細書 集計情報レコード 

項番２０の備考 

※４ 

１ 

１７ １２５ 

ページ番号１２５ 

※１ 

【サービス提供年月が平成２

１年１０月以降の場合】の２ １ １２６ 

ページ番号１２６ 

※１ 

【サービス提供年月が平成２

１年１０月以降の場合】の２ 

（４）難聴幼児通園施設給付 

①人工内耳装用児支援加算

を追記 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１８ １２６ 

ページ番号１２６ 

※１ 

【サービス提供年月が平成２

１年４月以降９月以前の場

合】の２ 

 

 １２６ 

ページ番号１２６ 

※１ 

【サービス提供年月が平成２

１年４月以降９月以前の場

合】の２ 

（４）難聴幼児通園施設給付 

①人工内耳装用児支援加算

を追記 

１ 

１９ １２６－１ 

 

１ １２６－１

ページ番号１２６－１ 

※４ 利用者負担上限額管

理を行った場合のみ設定す

る。利用者負担上限額管理

が必要ない場合（例えば、利

用者負担上限月額が０円の

場合）は設定しない。 

を追記 

１ 

２０ １２８ 

 

１ １２８ 

ページ番号１２８ 

注）利用者負担上限額管理

を行った場合のみ、上限額

管理事業所から送信する。

利用者負担上限額管理が必

要ない場合（例えば、利用者

負担上限月額が０円の場

合）は、利用者負担上限額

管理結果票を送信しない。 

を追記 

１ 
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